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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（抄）

（昭和四十六年五月二十五日法律第六十八号）

【高年齢者雇用確保措置関係条文】

（高年齢者雇用確保措置）

第九条 定年（六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。）の定めをしてい

る事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次

の各号に掲げる措置（以下「高年齢者雇用確保措置」という。）のいずれかを講じなけ

ればならない。

一 当該定年の引上げ

二 継続雇用制度（現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその

定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。）の導入

三 当該定年の定めの廃止

２ 事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては

その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半

数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る

基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項第二号に掲げる措置を講じ

たものとみなす。

【再就職援助措置関係条文】

（再就職援助措置）

第十五条 事業主は、その雇用する高年齢者等（厚生労働省令で定める者に限る。以下こ

の節において同じ。）が解雇（自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。）その他

これに類するものとして厚生労働省令で定める理由（以下「解雇等」という。）により

離職する場合において、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他

当該高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置（以下「再就職援助措置」という。）

を講ずるように努めなければならない。

２ 公共職業安定所は、前項の規定により事業主が講ずべき再就職援助措置について、

当該事業主の求めに応じて、必要な助言その他の援助を行うものとする。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則（抄）

（昭和四十六年九月八日労働省令第二十四号）

（再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等）

第六条 （略）
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２ 法第十五条第一項 の厚生労働省令で定める理由は、法第九条第二項の継続雇用制度

の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたこと

による退職とする。

【求職活動支援書係条文】

（求職活動支援書の作成等）

第十七条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、解雇等により離職すること

となつている高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高

年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項（解雇

等の理由を除く。）として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措

置を明らかにする書面（以下「求職活動支援書」という。）を作成し、当該高年齢者等

に交付しなければならない。

２ 前項の規定により求職活動支援書を作成した事業主は、その雇用する者のうちから

再就職援助担当者を選任し、その者に、当該求職活動支援書に基づいて、厚生労働省令

で定めるところにより、公共職業安定所と協力して、当該求職活動支援書に係る高年齢

者等の再就職の援助に関する業務を行わせるものとする。
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